
令和7年度答申第1号

令和8年1月♦日

国分寺市長丸山哲平様

国分寺市国民健康保険事業の

運営に関する協議会

会長石川眞澄

答申書(案)

令和7年10月9日付け諮問第1号により諮問のあった事項について

下記のとおり答申する。

記

今回の審議に当たっては、未来の国分寺市を形づくる基盤整備(イン

フラ整備)の一環として、国保財政を安定させるという視点を重視した。

これは市長が掲げる「子どもたちの今と未来を、全力で支えるまち」とい

う方向性とも軌を一にするものである。 �

具体的には、財政の健全化を図るため、一般会計からの繰入金につ

いては、昨年度の本協議会で共有された「令和15年度(令和14年度

決算)に解消する」という計画に沿い、できる限リ早期かつ確実に進め

ることが肝要であると礁認した。

また、「全世代型社会保障」の構築を通じ、持続可能な国保制度を

次の世代へ引き渡す責務を踏まえ、課題を先送りせず、国保財政健全

化を着実に進めることが重要との認識を共有した。

これら三つの視点を前提として、以下のとおり意見をまとめる。
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次年度の料率に反映するという方式カシ段階的かつ透明性のある方法

であり、今後も原則として継続することが妥当と判断した。

もっとも、現時点で想定し得ない事情が生じた場合には、その都度柔

軟に見直しを協議することが必要であることを申し添える。

諮問事項3子ども・子育て支援金の国民健康保険税率について

事務局案である「市の条例において、東京都が示す標準保険料率に

連動させることを規定する方式」に賛成する。

子ども.子育て支援金は「社会全体で子ども.子育て世代を支える」

という趣旨の制度であり、市が一般会計からの繰入金をもって、本来国

分寺市国民健康保険に課された拠出金との差を補填すると、制度本

来の構造が変質し、長期的に無理が生じ得る。そこで毎年東京都が示

す標準保険料率に連動させることにより、公平かつ安定した徵収を行う

という方針は、制度の趣旨に沿うものであり、妥当と判断した。

ただし、都内では前例がない方式であるため、市民及び議会に対し

丁寧な説明を行うことに努め、誤解が生じることのないよう十分に理解

を得る努力が欠かせないことを申し添える。

また、被保険者の健康保持増進のための取組にも引き続き尽力して

いただきたい。

3


